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平成３０年度第３回君津市介護保険運営協議会 会議録 

 

 

◇ 開催日時   平成３１年３月１９日（火） １９時００分～２１時００分 

 

◇ 会  場  君津市生涯学習交流センター ２階 ２０１会議室 

 

◇ 公開又は非公開の別 公開 

 

◇ 出席委員 小榑 二世（会長）、林 英一（副会長）、阿曽 まり子、 

安西 好子、伊賀 浩、磯部 博子、塩谷 保幸、 

兼子 健一、津金澤 寛、仲野 和夫、箱田 純子、 

水野谷 繁、山中 家道 

以上 １３名   

 

◇ 欠席委員 原 比佐志、関口 牧江 

以上  ２名   

 

◇ 出席職員 濱松高齢者支援課長、入江地域包括支援室長、野村介護給付係長 

三澤介護事業支援係長、鳥居介護管理係長 

君津市中部地域包括支援センター長 野村 操 

君津市東部地域包括支援センター長 藤原 大輔 

以上  ７名  

 

◇ 傍 聴 者  なし （定員５名） 

 

◇ 議  題  １ 地域密着型サービス事業所等の指定更新について（報告） 

２ 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

３ 介護認定審査会の委員定数の変更について（報告） 

４ 平成３０年度保険給付費の決算見込みについて（報告） 

５ 平成３１年度地域包括支援センター設置運営方針及び事業計画 

  について  
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１ 開 会 

（濱松高齢者支援課長） 

皆様お揃いになりましたので、平成３０年度第３回君津市介護保険運営協議会を開

催させて頂きます。進行を務めます保健福祉部高齢者支援課長の濱松と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

君津市審議会等の会議の公開に関する規則によりまして、審議会等の会議につきま

しては一部を除いて公開することとされておりますが、本日は傍聴を希望される方は

おりませんでしたので、ご報告いたします。 

 なお、会議を始めます前に委員の皆様にお断り申し上げます。本日、議題２ 地域

密着型サービス事業所の新規指定につきましては、ご審議頂く新規指定の案件が２

件ございますが、そのうちひとつの案件の説明の際には、林副会長、津金澤委員に

おかれましては、申請法人の関係者となりますので、該当案件になりましたら一度

ご退出して頂きますようお願いを申し上げます。また、議題５ 平成３１年度地域包

括支援センター設置運営方針及び事業計画につきましては、説明の際に中部及び東

部地域包括支援センター長が入室しますのでご了承願います。また、伊賀委員、水

野谷委員におかれましては、委託包括の関係者となりますのでその際にはご退出を 

お願い申し上げます。なお、原委員、関口委員におかれましては本日所要により欠

席する旨の連絡がございましたのでご報告させていただきます。 

 

２ 会長挨拶 

（濱松高齢者支援課長） 

 それでは、小榑会長より一言ご挨拶を頂きたいと存じます。 

 

【 小榑会長ご挨拶 】 

 

３ 議 題 

（濱松高齢者支援課長） 

それでは、これより議題に入るわけでございますが、君津市介護保険規則第５条の

５により、議長は会長が行うこととなっておりますので、進行につきましては、小榑

会長よろしくお願いいたします。 

 

【議長：小榑会長】 

 

（議長） 

 ただいまの出席委員は１３名です。したがいまして委員の半数以上に達しておりま

すので、ただいまから君津市介護保険運営協議会を開会いたします。 
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 まず、本日の会議の議事録署名委員の指名をいたします。箱田委員を議事録署名人 

に指名しますので、よろしくお願いします。 

それでは、議事に入ります。はじめに、議題１「地域密着型サービス事業所等の指

定更新について」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

まず、議題１のご説明に入ります前に、議題１、２に関連して、地域密着型サービ

スについて、本協議会でご審議を頂いている内容とその趣旨について、若干ご説明を

させていただきたいと思います。当日配布させていただきました「地域密着型サービ

スの運営事項に関するご審議について」とございます資料、こちらをご用意ください。 

まず、１つめに趣旨でございますが、介護保険の介護サービスのうち、地域密着型

サービスについては、市町村が事業所の指定権限を有しているということになります

が、また、国が定める原則的な基準に従い、又は参酌などをする形で、事業所が遵守

すべき指定の基準と、地域密着型サービスの介護報酬については、市町村が柔軟にこ

れを設定することができることになっております。 

一方で、市町村が設定できることとされております、地域密着型サービスの指定基

準と介護報酬の設定に関すること、地域密着型サービスの指定に関すること、その他、

サービスの質の確保、運営評価など必要であると判断した事項、これらについて決定

などをする際には、介護保険法の規定によりまして、公平、公正を図るため、介護保

険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることと、

法律上、規定がされております。本市では、このことから、これらに関しまして、君

津市介護保険運営協議会においてご審議を頂いているというところでございます。 

本日の議題１、２に関しましては、資料の６ページ目に、抜粋としてご用意をさせ

ていただいておりますが、介護保険法第７８条の２第７項の規定によりまして、地域

密着型サービス事業所の指定を行おうとするとき、あるいは指定をしないこととする

ときにおいては、被保険者等の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

よう努めなければならないとされていることから、今回、議題１については、指定の

更新の事後の報告となりますが、議題の２については、新規の指定の案件となります

ので、ご審議いただくため、議題にあげさせていただいたというところでございます。 

次に、１ページにお戻りいただきまして、２番目以降で地域密着型サービスの指定

の制度の概要に関してご説明させていただきます。まず、地域密着型サービスの指定

につきましては、事業を行う者、事業者の申請によりまして、地域密着型サービスを

行う各事業所ごとに指定を行うこととされております。またこの指定の有効期間につ

きましては、介護保険法の規定により６年間とされておりまして、６年ごとに指定の

更新を受けなければ、期間の経過によって、指定の効力は失われるということとなっ

ております。 
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次に、３ 指定地域密着型サービス事業者を指定してはならない場合ですが、こち

らも介護保険法の規定によりまして、市町村は、事業の申請者、事業を行おうとする

者が、３の(1)から次ページの(12)、いずれかに該当する場合は、事業所の指定をして

はならないと規定がされています。(1)として申請者が、法人ではない場合や、(2) 事

業所の人員が、基準を満たしていないとき、(3) 設備・運営基準に従って適正な運営が

できないと認められるとき、(4)として事業所が市町村の区域外にあり、その所在地の

市町村長の同意を得ていない。例えば、君津市が、木更津市内にある事業所を指定し

ようとした場合、木更津市長の指定に関する同意がなければ、指定はできないことと

なります。また(5) 禁固以上の刑をうけ執行が終わっていないか、今後執行をうけるこ

とがある場合、次のページになりますが、 (8) 指定取消要件(2)～(5)以外とありますが、

例として、介護報酬に関する不正請求などに起因して指定を取消されて、５年を経過

していない場合、こういったケースに該当する場合については、指定をしてはならな

いものと法律上規定がされております。 

次に、４ 指定地域密着型サービス事業者を指定しないことができる場合ですが、

市町村は、事業の申請者、事業を行おうとする者が(1)から (7)に該当する場合は、介

護保険法により、事業所の指定をしないことができると規定されております。(1)とし

て、指定取消要件(2)～(5) とありますが、指定基準に反して指定を取消され、５年を

経過していない場合ですとか、(6)認知症対応共同生活介護、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護など、地域密着型サービスのうち、施設系、居住系といわれてお

りますサービスについては、介護保険事業計画に計画上定めております、施設のベッ

ド数の上限に対して、指定をすることでこれを超えてしまうような場合などについて

は指定をしないことができるものとされております。 

次の指定取消要件につきましては、指定をしてはならない場合の要件、指定しない

ことができる場合の要件に関連してご用意したものとなりますので、また後ほどご覧

頂ければと存じます。以上で、地域密着型サービスの運営事項に関するご審議につい

てのご説明とさせていただきます。  

 続きまして、議題１についてご説明をさせて頂きます。地域密着型サービス事業所

等の指定更新についてでございます。こちらは、平成３０年度中に実施をいたしまし

た、既存の地域密着型サービス事業所、および指定介護予防支援事業所の指定更新に

ついての状況のご報告をするものでございます。介護事業所の指定の有効期間につき

ましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、介護保険法の規定により６年

間と規定がされておりますが、この有効期間が満了することに伴いまして、事業者か

らの指定の更新の申請があったため、市において指定の更新したものとなります。ま

た、指定の更新に当たりましては、事業者から提出された申請書類の確認によりまし

て、先ほどの、指定してはならないという規定に該当していないか、介護職員等の配

置基準、設備基準等、事業者が指定にあたって遵守すべき基準を満たしてしているこ
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とを確認しております。 

まず、１ 地域密着型サービス事業所につきましては、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護、こちら２４時間体制で、要介護高齢者に訪問介護、訪問看護を提供する事

業となりますが、こちら１事業所、地域密着型通所介護、利用定員が１８名以下で運

営されるデイサービスになりますが、これを５事業所、認知症対応型通所介護、認知

症の症状がある方を対象として提供されるデイサービスとなりますが、これを１事業

所、それぞれ指定の更新をしております。 

 このうち、地域密着型通所介護の項番１、４、５につきましては、木更津市に所在

する事業所となります。地域密着型サービスは、事業所がある市の市民のみが利用で

きるという原則がございますが、先ほどのご説明のとおり、こちらの事業所につきま

しては、木更津市に所在はしておりますが、以前より、君津市民が同事業所を利用し

ていたため、この利用者に限って利用を継続する目的で、事業所所在市であります、

木更津市と協議をいたしまして、君津市が指定することに関する同意を頂いたうえで、

指定の更新をしたものとなります。続きまして、資料の裏面をご覧ください。次に、

介護予防支援事業所の指定更新の状況についてでございます。介護予防支援事業とは、

介護保険で、要支援１、要支援２の認定を受けた方が、自宅で介護予防サービスを利

用できるように、ケアプラン、介護予防サービスの計画の作成や、サービス事業所と

の連絡・調整などを行う事業となります。更新をした事業所は、市が運営をしており

ます、君津市地域包括支援室となりますが、先ほどの地域密着型サービスと同様、職

員等の配置基準等、事業者が指定にあたって遵守すべき基準を満たしてしていること

を確認したうえで、指定の更新をしております。 

 以上で、議題１ 地域密着型サービス事業所等の指定更新についてのご報告とさせ

ていただきます。 

 

（議長） 

事務局の説明が終わりました。ご質問等ございますか。 

 

（議長） 

 では、ないようでございますので質疑を終了します。議題１ 地域密着型サービス事 

業所等の指定更新についての報告を終了します。 

 続いて、議題２「地域密着型サービス事業所の新規指定について」を議題といたし

ます。本議題の新規指定につきましては、案件が２件ございます。それぞれ１件ごと

に審議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、２件目につい

ては、林副会長、津金澤委員におかれましては、申請法人の関係者となりますので、

林副会長、津金澤委員を除く委員の方々で審議をさせていただきます。恐れ入ります

が、両委員におかれましては一度、ご退室をお願いいたします。それでは、１件目に
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ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

議題２ 地域密着型サービス事業所の新規指定について、ご説明をさせていただき 

ます。本日、また当日配布となりますが、事業者からの指定申請書類の写しを２部ご

用意しておりますのでご確認をお願いいたします。また、こちらについては後程回収

とさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

まず１件目が、指定地域密着型通所介護事業所の新規指定についてでございます。

本件につきましては、既存の指定地域密着型通所介護事業所が、事業の譲渡によりま

して、運営主体が別法人となることに伴いまして、新たに指定の申請書が提出された

ため指定をするものとなります。既存の事業所は、君津市中野５丁目にございます「あ

ゆみデイサービス」となります。現在、株式会社フレッシュサービスにて運営がされ

ておりますが、こちらの事業所について、(4)の事業譲渡先に記載がございます、株式

会社アイケアサービスに運営法人が変更となります。運営法人が変更となることから、

新規の指定をしようとするものでございます。こちら利用定員につきましては、従前

の事業所と同様１５名としておりまして、指定年月日につきましては、平成３１年５

月１日を予定しております。続いて裏面をご覧ください。こちらの地域密着型通所介

護が遵守すべき基準を表にしてございますが、まず従業者の員数といたしまして (1) 

として生活相談員が、提供日ごとに１以上必要であるほか、看護職員、介護職員、機

能訓練指導員の配置が求められております。また、設備上の基準といたしまして、(1) 食

堂・機能訓練室が合計面積で、３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上、先ほど利用定

員が１５名ということでご説明いたしましたが、１５名×３㎡で４５㎡以上の面積が

必要ということになります。その他、相談室などの設置が求められておりますが、こ

ちらは全て基準を満たしている事をそれぞれ確認しております。 

 続いて、事業者からの指定申請書類をご覧ください。２枚目になりますが、従業者 

の勤務形態の一覧となります。続いて、３枚目、４枚目が資格証の写しとなっており 

ますが、一覧のうち、生活相談員については、社会福祉法第１９条第１項に規定いた 

します社会福祉士等の資格と同等以上の資格が基準上求められておりますが、介護福 

祉士の資格を有する者の配置をする予定としております。また看護職員及び機能訓練 

指導員として、准看護師の有資格者を配置する予定としております。 

 続いて、５枚目が平面図となります。地域密着型通所介護の設備基準といたしまし 

て、食堂・機能訓練室については、定員１人に対して、３㎡の面積が必要であり、こ 

の事業所は定員が１５名となりますので、４５㎡以上が必要となりますが、平面図中 

程に記載のとおり５１．７㎡が確保されているため、基準については満たされている 

ことを確認しております。またその他、面積要件はございませんが、相談室・静養室・ 

事務室等、基準上配置が求められているところでございますが、こちらについても設 
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置がされていることを確認しております。 

以上で、議題２のうち１件目、地域密着型通所介護の新規指定についてのご説明と 

させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

事務局の説明が終わりましたが、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（津金澤委員） 

地域密着サービスは供給予定量に達している場合は指定を断ることが可能だと思う 

んですけど、君津市の地域密着型通所介護の供給予定量の目安はどうなんですかね。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

このあとの議題４に資料がございますが、ご用意いただいてよろしいでしょうか。こ

ちらの３ページ目になりますが、介護サービス受給者の計画値の記載があります。こ

のうち表の右から２番目が計画値となりますが、地域密着型通所介護が２１８人、そ

れに対しまして、平成３０年９月時点でございますが、２１２人と実績がなっており

ますので計画値までは達していないという状況でございます。 

 

（津金澤委員） 

計画値の根拠はどうなんでしょうか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

計画値は、概ねどの数値についても、２８年度の実績ですとか、あるいは２７年度か

ら２８年度での伸び、そういったところを勘案して定めているというところになりま

す。 

 

（津金澤委員） 

対象者の自然増に対する推計値ということですか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

そうですね。 

 

（津金澤委員） 

わかりました。 
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（議長） 

私から１点、この登録証と資格証は、これ原本確認はされているのでしょうか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 原本確認しております。 

 

（議長） 

他にございませんでしょうか。では、ないようですので質疑を終了します。議題２ 

「地域密着型サービス事業所の新規指定について」のうち、株式会社アイケアサービ

スの案件について原案のとおり承認される方は挙手をお願いいたします。 

 

（議長） 

 挙手全員でございますので、議題２のうち１件目については承認されました。 

次に２件目の案件の審議に移ります。先ほどの説明のとおり、林副会長、津金澤委

員を除く委員の方々で審議をさせていただきます。恐れ入りますが、両委員におかれ

ましては一度、ご退室をお願いいたします。 

  

（津金澤委員） 

 すみません、退席はしますけれども私は志真会からお金は貰っていません。それと

理事の名簿にも入っていませんので議事録に残してください。退席します。 

 

【林副会長、津金澤委員退室】 

 

（議長） 

 それでは２件目について事務局の説明をお願いします。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

地域密着型サービス事業所の新規指定の２件目になります。共用型認知症対応型事 

業所の指定についてでございます。本件につきましては、地域密着型特別養護老人ホ

ーム、定員が２９名以下の特別養護老人ホームとなりますが、こちらを運営する事業

者から、特別養護老人ホームの施設内にて提供いたします、共用型指定認知症対応型

通所介護、こちらの事業についての申請が提出されたため、新たに指定をするもので

す。 

認知症対応型通所介護とは、認知症状のある方を対象にしたデイサービスの事業で 

ございますが、この事業では、事業所の管理者に認知症対応型サービス事業管理者研

修の修了者が配置されまして、認知症の症状の進行の緩和に資するような目標を設定
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し、計画的にサービスを提供するという事業になっております。また、認知症対応型

通所介護の運営形態につきましては、３種類の運営形態があり、まず単独型、他の社

会福祉施設等の事業所との併設型、また、地域密着型特別養護老人ホームの食堂また

は共同生活室などで、特養の施設の入居者とともにサービス提供がされる共用型、こ

ちらの３種類の運営形態がございますが、今回、申請がありましたのは、特別養護老

人ホームの施設の中で提供される共用型の事業となっております。 

 事業所名は、共用型認知症対応型通所介護つばさ、事業所所在地は、君津市貞元５ 

１０番地、利用定員は、地域密着型特別養護老人ホームの入居者数と、共用型認知症 

対応型通所介護の利用者数の合計が、１日あたりユニットごとに１２名以下となって 

おります。このユニットとは、入居者１０人前後を一つのグループ、ユニットといた 

しまして、各ユニットに固定配置された介護スタッフが日々のケアを行うというもの 

でございまして、申請のあった特別養護老人ホームの施設本体は、定員２９名ですが 

３つのユニットがあり、それぞれ１０人、１０人、９人の３ユニットで運営がされて

おります。共用型認知症対応型通所介護の利用定員については、１ユニット当たり 

特別養護老人ホームの入居者と、認知症対応型通所介護の利用者が、１２名以下とな 

る数となりますので、認知症対応型通所介護としては、１ユニット当たりでおおよそ 

１日、２人～３人程度の利用人数となります。運営法人は、社会福祉法人志真会。指 

定年月日は、平成３１年４月１日を予定しております。 

次に人員基準については、裏面の表をご覧ください。事業所の人員基準は表のとお 

りとなりますが、基準については、満たされていることを確認しております。特に、

管理者には、認知症対応型サービス事業管理者研修の修了者の配置が求められており

ますが、これについては、資格証にて確認をしております。なお、設備基準につきま

しては、特別養護老人ホームの施設の設備を共用するため特段基準は定められていま

せん。続いて、事業者からの指定申請書類をご覧ください。３枚目となりますが、管

理者の資格要件として、認知症対応型サービス事業管理者研修の配置が求められてお

りますが、こちらの資格証で確認をしております。その他、人員基準については、地

域密着型特別養護老人ホームの基準に準じて運用がされますが、これについても３枚

目の裏以降の資格証にて確認をしております。また、５枚目以降が平面図となります。

設備基準につきましては、特別養護老人ホームの施設の設備を共用するため定められ

ていませんが、平面図のうち共同生活室と浴室を共用して、事業を実施する予定とし

ております。 

 以上で、議題２のうち２件目、共用型認知症対応型通所介護の新規指定についての 

ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

では、何かご質問等はございませんでしょうか。 
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（議長） 

１点、 津金澤委員の発言がありましたけれども、事前に連絡ならびに承認等はされ 

ていたんでしょうか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 事前には、林副会長を通じてということになりますが、退席をお願いしたいという 

ことでお話をさせていただいております。 

 

（議長） 

わかりました。あらためて何かありますでしょうか。 

では、ないようですので質疑を終了します。議題２「地域密着型サービス事業所の

新規指定について」のうち、社会福祉法人志真会の案件について、原案のとおり、承

認される方は挙手をお願いいたします。 

 

（議長） 

挙手全員でございますので、議題２は承認されました。議題２は終了いたしました

ので、両委員は入室ください。 

 

【林副会長、津金澤委員入室】 

 

（議長） 

 続いて、議題３「介護認定審査会の委員定数の変更について」を議題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。 

 

（野村介護給付係長） 

議題３ 君津市介護保険条例の一部改正について、説明させていただきます。 

今回の改正は、介護認定審査委員の定数の変更ということになります。介護認定申

請の現状につきましては、要介護認定の申請が年々増加しているという現状がありま

して、介護保険法第２７条第１１項において規定されている要介護認定申請後３０日

以内に処分すると定められておりますが、これが厳しい状況になりつつあります。し

かしながら、これ以上審査会の回数を増やすということは審査委員の方々の負担が大

きくなるというところからも困難であると判断しておりまして、現委員の任期満了に

合わせまして、認定審査委員を増やして、規定の期日以内に処分ができるようにする

ために一部改正をするものでございます。資料の裏面に介護認定の申請件数の推移を

表にしてございます。申請件数につきましては、平成２８年度に３，９７５件、平成

２９年度に３，９０８件ということで実績がでておりますが、今年度の見込みは４，
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０００件を超えるというところで、来年度、３１年度には４，１００件を上回る見込

みとなっております。今後さらに高齢者人口が増加することも勘案しまして、これに

対応し、安定した審査会運営を行うために、介護認定審査委員の定数の変更をするも

のでございます。変更内容といたしましては、現在の介護認定審査委員の定数２０人

以内とありますが、こちらを３０人以内と変更し、施行日は現在の委員の任期更新と

なります平成３１年４月１日から施行するものでございます。来年度につきましては、

５人１合議体を増やすことで申請に対する審査は可能となる見込みでありますので、

来年度は２５人で今後予定をしていきたいと思っております。以上、報告となります。 

 

（議長） 

 何かご質問等はございますでしょうか。 

 

（林副会長） 

 認定審査にかかる、実際審査が決定するまでの日数のことでお伺いしたいんですけ

れども、ケアマネの方から君津は認定結果が出るのが遅いということでよく聞くんで

すね。実際に認定審査会をやっていて、実感としてはそれほどでもないと感じるんで

すけれども、やはりケアマネからそういう声が挙がっているんですけれども、市とし

ては実際に申請がされて３０日以内に処分が追い付かなくなっている状況にあるのか。

それともう１点富津市は早いということで聞くんですけれども、ただこれについては

正確なデータでケアマネが言っている訳ではないんですけれども、この４市の中での

申請から要介護認定が出るまでの平均的な日数のデータみたいなのはありますでしょ

うか。その２点の質問です。 

 

（野村介護給付係長） 

 平均的な日数というものが、各市で持ち合わせてございません。ただ基本的にはそ

れほど遅くなっているという認識は市の方ではありませんで、場合によっては個人差

もありまして、申請者の病状が安定しないことから医師の意見書が調わない、書ける

状態ではないという方ですとか、認定調査の方も日程が合わず調査に伺えないという

状況もございますので、そういった場合には、やはり３０日を超えてしまうというケ

ースはあります。ですけど、今日も実際、お電話をいただきまして、あるケアマネさ

んから君津市さんは普段早いですもんね、とのお声も頂いているところでもありまし

て、市の方としましてもそれほど他の市と比べて特段遅いという認識は持ち合わせて

ございません。 

 

（林副会長） 

 わかりました。 
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（津金澤委員） 

 近隣３市の状況を見ると１人あたりの審査時間が、袖ケ浦が２分使っているんです

けれども、それ以外が１分ぐらいなので、１人あたりに使っている時間はさして変わ

らないように感じるんですが、それでも人数を増やすということで理解をしていいん

ですか。 

 

（野村介護給付係長） 

 はい。審査委員の人数自体が、他３市と比べて半分というところになりまして、１

回あたりの時間というのが、いち申請者に対する時間になりますので。 

 

（津金澤委員） 

 そうすると、頭数は揃った段階で次は質の問題かと思うんですけれども、質の担保

は出来るんですか。 

 

（野村介護給付係長） 

 審査委員になられる方には、事前に県の方の研修に行っていただいておりまして、

それを受けて頂いております。 

 

（津金澤委員） 

 認定審査って結構大事な話かなと思っていて、研修受ければ誰でも出来るよってい

う仕事ではないのかなっていう風に個人的には感じているので、人数を増やすことは

反対じゃないですし、１人あたりの時間をきちんと取っていくってのは大事なことな

んですけれども、正しい審査をしていただくようなことはお願いしたいかなと思って

います。 

 

（仲野委員） 

 近隣３市の状況をみると、審査委員が木更津、富津４０人いらっしゃいますね。君

津は２０人から３０人っていうことで、スタッフの関係なんですかね。３０人で足り

るからということなんですかね。 

 

（野村介護給付係長） 

 そうですね。３０人で足りると見込んでおりまして、他の市町村の審査会の運営の

仕方というところもあるんですけれども、木更津市さんとかは審査委員さんが人数が

多くて、一人あたりの開催回数が少ないという状況になっております。月に１回来て

いただくと。今君津市は月に２回、２週間に１回審査会に委員の方には参加いただい
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ているという状況にございます。 

 

（議長） 

他にございませんか。 

では、ないようですので質疑を終了いたします。議題３「介護認定審査会の委員定

数の変更について」の報告を終了いたします。 

 

（議長） 

 続きまして、議題４「平成３０年度保険給付費の決算見込みについて」を議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

 

（野村介護給付係長） 

議題４ 平成３０年度保険給付費の決算見込みについてご説明いたします。資料１ペ 

ージ（１）から順に説明させていただきます。まず（１）高齢者人口、６５歳以上の

人口についてですが、まず、本市の人口は年々減少しておりまして、平成２７年４月

１日に８７，８１３人でしたが、平成３１年２月１日では８４，６９５人と、３，１

１８人減少しております。これに対しまして、６５歳以上の高齢者人口は、平成２７

年４月１日に、２３，８６７人でしたが、平成３１年２月１日には２，０５３人増加

しまして、２５，９２０人となり、高齢化率が３０％に達したという状況です。 

 続きまして（２）要介護（要支援）認定者数の推移につきましては、高齢者人口の 

増加に伴いまして、増加している状況です。今年度４千人を超え、３１年２月１日に

は、４，１９８人となりました。内訳を見ますと、認定者のうち要支援１と要支援２

の方が、全体４分の１を占めております。各介護度の割合に大きな変化はありません

が、平成３０年４月から要支援の占める割合が若干増加傾向にあると見ております。 

また、高齢者人口に占める認定者の割合を示す、認定率も増加している状況にありま 

す。 

 続きまして、次のページ（３）としまして、要介護・要支援の認定者数を第７期介 

護保険事業計画と比較したものになります。計画値が、９月末時点でとらえておりま 

すので、実績値を３０年１０月１日時点でおさえてあります。左の列が１０月１日時 

点の実績で、その右の３０年度の計画値と比較しますと、認定者の合計は、実績が４，

１７７人と計画値より８２人上回っているという状況になりました。要因の一つとし

まして、認定率の上昇が考えられます。計画では、５歳ごとの被保険者数の推計値に

認定率の推計値を乗じて算出しておりますが、認定率の推計１５．７％が、実績では、

１５．９％に上昇しております。 

続きまして、（４）サービス受給者数の推移と計画との対比をご覧ください。 

 こちらの表の、平成２７、２８年度につきましては、１月当たりの平均利用者数、 
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２９年度と３０年度計画は、１月当たりの平均利用者数の見込値となります。 

 まず、①の介護サービス受給者数についてですが、一番下の介護サービス受給者の 

合計を見ていただきますと、平成３０年９月時点で６，５０１人となりまして、平成 

３０年度計画値より下回っております。計画値の９７．７４％、１５０人のマイナス 

という状況にあります。減少したものとしまして、施設サービスの一番下、介護療養 

型医療施設が人数が減少しておりますが、２施設が平成２９年度に廃止となったこと 

によるものでございます。新たに給付費が発生しましたサービスとしましては、地域 

密着型サービス欄の中ほどになりますが、小規模多機能型居宅介護が 

あります。こちらは、平成３０年２月に新たに施設が開所したことにより、平成３０ 

年度からサービス受給者がいる状況にございます。 

 続いて、裏のページをお願いします。②介護予防サービス受給者数でございますが、 

介護予防サービスは、要支援の方が利用するものになりますが、予防サービス受給者 

の合計から見ていただきますと、平成２８年度、２９年度と減少しております。１， 

１８０人から８２６人、５６２人と減少しておりますが、こちらは制度改正によりま 

して、君津市では平成２８年３月から開始いたしました、介護予防・日常生活支援総 

合事業へ段階的に移行したことによりまして減少したものになります。減少した大き 

なもの、改正によりまして、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が、介護予防・ 

日常生活支援総合事業への移行に伴いまして、ゼロとなっております。平成３０年度 

は、移行が終わりまして、認定者数の増加もありましてサービス受給者数も２９年度 

と比べまして増加しております。計画値よりも、２８．３２％、１６４人上回ってい 

る状況にございます。計画で見込んだ値より、①の介護サービスが少なく、介護予防 

サービスが増えるという結果となりました。この要因のひとつといたしまして、先ほ 

どの認定者の推移の中でも、若干ではありますが、予防給付の要支援の割合が増えて 

いる影響と考えられます。 

続きまして（５）介護給付費等の推移になります。こちらはサービスを利用された 

方に対して、利用者の方が１割から３割の負担となりますが、市の方で給付するもの

が９割から７割、利用者負担に対して給付するものになります。こちらの給付費につ

きましては、平成２７年度から２９年度までは、年間の実績となります。単位が千円

単位で記載してありますが、一番下の段の介護給付費の計をご覧ください。２９年度

までは年間３～４％ずつ増加ということで、約２億円ずつ増加してきました。ただ、

３０年度につきましては、１月末時点で８０％となっており、残り２カ月分、給付費

は増えますが、ほぼ２９年度と同程度、横ばいとなる見込みでございます。細かなサ

ービスごとの増減につきましては、利用者のサービス受給状況にもよりますので、増

加する年、減少する年というふうに変動がございますが、先にご説明しました受給者

数と同じような増減状況にございます。 

 次のページをお願いいたします。こちらが②予防給付費になります。こちらも一番 
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下の欄、合計で説明をさせていただきます。予防給費の計を見ますと、受給者数の際 

に説明しましたとおり、制度改正によるもので、２７年度から２８、２９と減少して 

ございます。サービスが介護予防・日常生活支援総合事業へ移行したことによるもの 

でございます。 

 続きまして、③特定入所者介護、介護予防サービス給付費等になります。こちらは、 

低所得の方の施設入所者に対する食費と居住費の給付であります、特定入所者介護、 

介護予防サービス給付費になります。こちらは２７年度から減少してございます。３ 

０年度の計画値よりも実績はだいぶ下回っている状況にありますが、その要因としま 

して、施設の廃止というところがございます。２施設が廃止したことによる影響です。 

それと、２７年８月から、支給対象の要件が変更されまして、対象者が減少したとい 

うところも大きいと考えられます。下から２段目の高額医療合算介護、介護予防サー

ビス費につきましては、国保連合会というところでの事務処理によって算定の方をし

ているものになりますが、事務処理の時期が法改正などにより年度を跨いだこともご

ざいまして、２８年度、２９年度と比べて大きく開きがあるんですが、事務処理の影

響によるものが出ております。 

 最後に（６）の介護予防・日常生活支援総合事業費の推移になりますが、こちらは

先ほど予防給付の方で、ゼロになった分がこちらの事業に移行したものになりますの

で、２８年度から事業費の方が発生しているという状況になります。金額的にも減少

したものが、こちらにそのまま移っているという状況がございます。以上、今年度の

現時点での給付と認定者等の推移について報告とさせていただきます。 

 

（議長） 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 

（津金澤委員） 

 冒頭の資料の方で、人口が１，０００人減って、一方高齢者人口が５００人増えてます

よというところがありますけれど、お金に落とし込んでいくと介護保険のお金を払う人が

どれくらい減っていて、金額ベースで収入がいくら減っているんでしょうか。それと、高

齢者人口が増えていますが、介護保険を使っている人が増えていて、金額がどれくらい増

えているのか、比率を知りたいんですけれども。 

 

（野村介護給付係長） 

 保険料収入というところでしょうか。 

 

（津金澤委員） 

 毎年収入がいくら減って、支出がいくら増えているのかっていうことだけわかればいい
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んですけど。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 第１号被保険者の保険料収入が２７年度で、だいたい１４億というところになりま

す。それで、２９年度が１５億ということで、こちらは被保険者数が増加しておりま

すので、それに伴って保険料の収入としても年々上昇しているというところになりま

す。 

 

（津金澤委員） 

 人口減少といっても保険料収入は減少していないということですね。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 そうですね。第１号被保険者自体は６５歳以上の方になりますが、増えております

ので。 

 

（津金澤委員） 

 ４０歳になると払いますよね。４０歳以降は。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

４０歳以上の方からも保険料は頂きますが、４０歳から６４歳の方は各医療保険者

の方から、今で言うと特別会計全体の２７％分になりますが、それを頂いているとい

うところになります。 

 

（津金澤委員） 

 その足した総体というのはわからないんですか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 総体でいうと、介護保険特別会計全体でいうと６０億近くになりまして、予算ベー

スでいうと年々増加していっているという状況になります。 

 

（津金澤委員） 

 予算というと、入ってくる見込みがあるとしたものですか。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 そうですね。入ってくる見込みがなければ、支出もできないというところになりま

すので。 
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（津金澤委員） 

 それに対して、高齢者が年々増えていく支出の部分というのは。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 保険給付費は年々増加していっておりますので、報酬改定等もありまして若干、上

目になったり横ばいになったりというところはありますが。２９年度と３０年度でい

うと横ばいですが、これまでの傾向でいうと３％ぐらい上昇していると。 

 

（津金澤委員） 

 介護給付費は、毎年２億ずつくらい増えていませんでしたっけ。 

 

（野村介護事業支援係長） 

 ２９年度まではそうですね。３０年度については、横ばいで２９年度と同程度と今

のところ見込んであります。 

 

（津金澤委員） 

 単純計算で、収入が２億増えないと支出が２億増やせないと思うんで、その辺のバ

ランスがちゃんと取れているのかっていうのが、この表だけではわからないのでそこ

が知りたかったんです。別に今日でなくてもいいので、後で教えてください。 

 

（濱松高齢者支援課長） 

 ３１年度の予算書でいいますと、３１年度は全体でですね、６８億９８００万円で

す。歳出歳入同額となります。３０年度は、６７億９３００万円というところですの

で、差し引き１億５００万円の上昇で、約１．５％の上昇を見込んでいるという内容

です。これは予算ベースでありますけれども、そういう状況です。 

 

（津金澤委員） 

 自然体推計でやっていくとあと何年大丈夫っていうのは、私は計算しませんけど、

市の方では計算されているんですか。 

 

（濱松高齢者支援課長） 

 事業計画自体は３年ごとに見直しということになりますので、実績を踏まえて見直

しをして賄えるだけのものを見込むということになります。 

 

（水野谷委員） 
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 先ほどの説明の中で介護療養型医療施設、本市においては２施設廃止になったとい

うことでございますが、介護医療院が新たに転換するとか、予定とかというのが現状

あるのかどうかということ。私は驚いたんですけれども、介護医療院が地域包括ケア

システムのなかで住まいに位置付けられているっていうところで、いつの間にこんな

になっちゃったのと思うんですけど、介護医療院の計画なりあるのかないのかという

のが一つ。それとお願いなんですけど、折角１ページのところで高齢者の人口をあげ

て頂いてますけれども、この中で記載にあるとおり毎年１，０００人近く人口が減少

とありますが、国立人口社会保障問題研究所が、国勢調査のたびに将来推計を全国の

自治体の分を出してます。それで私も君津の分を調べてみたんですけど、２０２５年

には７万９千人と８万人を割っていて、以降５年刻みで確かに毎年１，０００人弱ず

つ減少しているんですけれども、できればこれからこの手のデータをお示し頂くとき

に、２０２５年とか、２０３０年とかの予測人口というのもあげてもらうようにする

といいのかなと思います。総人口と、それに占める６５歳以上、あるいは後期高齢者、

７５歳以上の人口、１５歳から６４までの従属人口、この辺のところを既に社人研が

出しているのが出てますので、資料に並べて出していただけると大体の予測なんかも

委員のみなさんもわかっていいのかなという、これはお願いでございます。 

 

（野村介護給付係長） 

 わかりました。改善をさせていただきたいと思います。 

 

（三澤介護事業支援係長） 

 介護医療院については、転換等についてお問い合わせをいただいたことはございま

すが、まだ具体的な話はいただいていないという状況になります。 

 

（議長） 

 他にございますか。 

では、ないようですので質疑を終了いたします。議題４「平成３０年度保険給付費

の決算見込みについて」の報告を終了いたします。 

 

（議長） 

 続きまして、議題５「平成３１年度地域包括支援センター設置運営方針及び事業計

画について」を議題といたします。説明員の入室をお願いします。 

 

【中部地域包括支援センター 野村センター長、東部地域包括支援センター 藤原 

センター長入室】 
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 こちらの説明につきましては、地域包括支援室、中部地域包括支援センター、東部

地域包括支援センターの順で行います。質疑につきましては、３包括の説明後にお願

いしまして、承認につきましては、一括承認とさせていただきますのでご了承くださ

い。なお、本議題につきましては、先ほどの説明のとおり、伊賀委員と水野谷委員を

除く委員の方々で審議をさせていただきます。恐れ入りますが、両委員におかれまし

ては一度、ご退室をお願いいたします。 

 

【伊賀委員･水野谷委員退室】 

 

それでは時間の関係等もありますので、事前に資料もお配り頂いておりますので、

簡潔にご説明の方を事務局からお願いします。 

 

（入江地域包括支援室長） 

 議題５、平成３１年度地域包括支援センター設置運営方針及び事業計画について、

ご説明いたします。地域包括支援センター設置運営方針及び事業計画につきましては、

君津市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例第２条第２項

により、介護保険運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営を確保しなけ

ればならないとあることから、本日議題として提出するものでございます。なお、介護保

険法では、市は地域包括支援センターに対して、地域包括支援センターの運営に関する基

本的方針を示し、地域包括支援センターを方針に沿って事業計画を作成することとされて

おります。私からは、運営方針、ならびに直営包括であります君津市地域包括支援室の事

業計画及び収支予算についてご説明させていただきます。 

では、平成３１年度君津市地域包括支援センター設置運営方針をご覧ください。運営方

針ではセンター運営における基本的な考えや理念を述べております。１ページ目では、公

益性の視点、地域性の視点、そして協働性の視点について、基本的な考えを述べておりま

す。２ページ目、４の（３）以降は、センターの主な業務であります包括的支援事業とし

て、ア 総合相談支援、イ  権利擁護、ウ 包括的継続的マネジメント支援、エ 地域ケア会

議、オ 認知症施策、在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業等について述べて

おります。最初のア 総合相談支援では、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職

種が地域のネットワークを通じて適切な支援を行うとともに、支援が必要な高齢者を早期

の段階から対応できるよう努めるとしております。イ 権利擁護では、判断能力の低下がみ

られる高齢者等について、虐待の防止や様々な課題のある高齢者が尊厳のある生活を送れ

るよう、成年後見制度や日常生活自立支援制度に繋げるようにしております。また、虐待

につきましては、本人の生命の保護を最優先に、必要に応じて施設に保護するなどの支援

を行うこととしております。エ 地域ケア会議では、見守りや支援困難事例、自立支援型会

議を開催し、地域における見守り支援等の検討をすることとしております。オ 認知症施策、
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ならびに在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備では、認知症施策の一環として必

要に応じて、市の認知症初期集中支援チームとの連携による支援や、また在宅医療介護連

携として、医療機関や介護事業所などの関係者機関との連携を図り、市とともに推進する

としております。また、生活支援体制整備事業といたしましては、市ならびに第１層、第

２層の生活支援コーディネーターと協働し、取組みを推進することとしております。以降

につきましては、第１号介護予防支援事業や、指定介護予防支援事業と職員の姿勢、また

個人情報の保護など、基本的な事項について述べております。 

続きまして、事業計画書についてご説明させて頂きます。君津市地域包括支援室事業計

画書をご覧ください。担当地区につきましては、これまでは北子安地区を含めた君津地区

における西側を担当地区としておりましたが、平成３１年度より、北子安地区を中部地域

包括支援センターに移管することとなりましたので、北久保、久保、南久保を含めた西側

を担当してございます。直近の人口といたしましては、１月３１日時点で、地区の人口は

２６，１０８名、高齢者人口は７，２７６名、高齢化率は２７．８６％となっております。

新年度におけます職員体制は、現在と同じ７名体制を予定しております。目標といたしま

しては、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関といたしまして、高齢者の保

健医療の向上及び福祉の向上を包括的に支援するといたしました。以降、時間の関係で業

務別取組概要を中心にご説明いたします。 

総合相談支援につきましては、高齢者に関する様々な相談に対してワンストップサービ

スの拠点として、相談対象者の置かれた状況等を的確に把握し、迅速に必要に応じた各窓

口へ繋ぐようにします。また、地域包括支援センターを広く市民に知ってもらえるよう、

広報きみつへの掲載や、まちづくりふれあい講座などを開催することを予定しており

ます。 

権利擁護につきましては、認知症への正しい知識と理解の普及啓発といたしまして、

大人への認知症サポーター養成講座の開催に加え、小中学校での開催を目指し、各所

へ働きかけを行ってまいります。また認知機能低下の方に対しては、成年後見制度の

活用に向け支援してまいります。高齢者虐待につきましては、警察も含めた関係機関

と連携を図り、迅速な対応を図ります。また、虐待を行う養護者に対しましても、そ

の理由や背景などを把握し、必要な支援に繋げます。 

包括的継続的ケアマネジメントにつきましては、困難事例に対する介護支援専門員

への支援といたしまして、個別のケア会議や自立支援型ケア会議の開催、またネット

ワークの形成に向けては、各種研修会を開催してまいります。介護予防事業につきま

しては、生活機能の低下の恐れのある高齢者に対しまして、看護師による家庭訪問を

実施し、保健指導等を行うほか、地域のリハビリ専門職と連携して、介護予防の講座

の開催に努めてまいります。 

指定介護予防支援事業につきましては、要支援者に対して適切なサービスの提供に

向け、ひとりひとりの身体状況や生活環境などを考慮し、本人が主体的に介護予防に
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取り組めるよう支援してまいります。その他といたしましては、基幹型包括支援セン

ターといたしまして、中部ならびに東部地域包括支援センターと連携を図り、事業を

進めるとともに、必要な支援を行ってまいります。また、在宅医療介護連携推進協議

会を運営し、多職種間での研修や市民を対象とした講演会などを開催いたします。他

には、認知症の方への支援といたしまして、認知症初期集中支援チームの運営や、生

活支援体制の整備に向けて、第１層、第２層の生活支援コーディネーターと連携を図

り、事業を推進してまいります。収支予算につきましては、別紙のとおりでございま

すので個々の事業費につきましては、説明を省略させていただきます。続きまして、

中部地域包括支援センターにつきましては、野村センター長より、東部地域包括支援

センターにつきましては、藤原センター長よりご説明を申し上げます。 

 

（野村中部地域包括支援センター長） 

 平成３１年度の中部地域包括支援センターの事業計画について、支援室からもお話

がありましたが、３１年度より、北子安地区が中部包括の担当地区に加わり、職員体

制も１名多くなり、６名から７名体制になります。人口につきましては、地区人口が

４４，２２５人、６５歳以上が１２，３７４人、高齢化率が２７．９７％となってお

ります。３１年の１月３１日現在の人数でございます。総合目標といたしましては、

地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護、医療、福祉などの地域の関係機関とネ

ットワークの構築や、利用可能な地域資源の把握に努め、高齢者の生活安定のための

包括的支援を行っていきたいと思います。次に、業務別の目標ですが、総合相談支援

については、支援室と重なるんですが、様々な相談を受け止めて、適切な機関や制度、

サービスに繋ぎ、ワンストップサービスの拠点としての機能を果たすようにしていく、

包括支援センターに行けば、いろいろな問題の解決ができるっていうことを皆さんに

知ってもらえたらより良いかなと思っております。権利養護につきましては、成年後

見について制度を十分理解し、活用に向けて支援をしていきたいと思います。また、

虐待、消費者被害などにつきましても、発見通報があった場合には、市への通報を迅

速に行い、市の指導のもと適切に対応していきたいと思います。また、認知症サポー

ター養成の開催及び家族を含め、地域で見守る体制作りを図っていきたいと考えます。 

 次に包括的継続的マネジメントですが、地域ケア会議を実施し、個別ニーズや地域

課題を見出すとともに、解決に向けての方策を検討します。前年度までに、小地域ケ

ア会議で出された課題についての整理と、生活支援コーディネーターとの連携も図っ

ていけたらと考えております。３１年度につきましては、個別ケア会議の開催と、自

立支援型会議への協力をしていきます。 

 次に、介護予防事業ですが、介護予防に関する講座、市民向けの啓発活動を沢山で

きたらと考えます。高齢者の集いの場も訪問し、介護予防の講座もなるべく多く開催

出来たらと思っております。 
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次に指定介護予防支援事業ですが、要支援者が出来る限り在宅で自立した日常生活

を継続できるように、適切なサービスを提供し、住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるように支援していきたいと思います。その他ですが、委託事業として直営の

地域包括支援室の指導を受け、東部地域包括支援センターと連携し、市の方針など共

通認識のもとで事業を実施していきたいと思います。事業計画書の案に関しましては

以上です。予算に関しましては、別紙のとおりですのでご覧いただきたいと思います。 

 

（藤原東部地域包括支援センター長） 

 東部包括の事業計画について説明いたします。担当地区に関しましては、今までと同様、

清和地区、小櫃地区、上総地区を担当させていただきます。担当地区データに関しまして

は記載のとおりとなっておりますが、高齢化率が４３．６５％となっており、３包括の中

では一番高い数字となっております。職員体制につきましては、新年度より主任介護支援

専門員が１名増えて、６名体制となる予定です。目標につきましては、今まで築いてきた

地域のネットワークを活用し、各関係機関と地域住民を繋ぐことで、地域包括ケア構築を

推進するといたしました。 

続きまして業務内容について説明いたします。総合相談につきましては、地域の方の相

談に対して迅速に対応するとともに、やはりまだ地域の方で包括の存在を知らない方がい

らっしゃいますので、そのような方に向けてリーフレットを作成いたしましたので、それ

を配布するなどして周知活動を行っていきたいと考えております。 

続きまして、権利擁護につきましては、まず高齢者虐待が発生した場合は、君津市の高

齢者虐待対応マニュアルに沿って、市や関係機関と連携し、対応いたします。また消費者

被害につきましては、今年度より東部包括で消費者被害防止に関する出前講座を実施して

おりますので、これを引き続き行っていきたいと考えております。認知症サポーター養成

講座につきましても、他の包括と同様行っていく予定です。 

続きまして、包括的継続的ケアマネジメントにつきましては、地域ケア会議の開催、ま

た、困難事例の対応をしているケアマネジャーへの支援を行います。また、市と協力して

各種研修会を開催したいと考えております。 

続きまして、介護予防事業につきましては、地域の文化祭等の地域の方の集いの場所に

参加させていただき、先ほど申し上げました出前講座ですが、介護予防に関する出前講座

を開催したいと考えております。 

続きまして、指定介護予防支援事業につきましては、利用者の方、それぞれに応じた介

護予防サービスが効果的に提供されるよう実施してまいります。 

その他につきましては、東部包括の担当地区内で、認知症家族会を生活支援コーディネ

ーターと協働して、開催していきたいと考えております。また、今年度３地区それぞれで

作成した便利サービス一覧の評価も行いたいと考えております。収支予算につきましては、

別紙のとおりとなっておりますので省略させていただきます。 
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（議長） 

 以上、３包括からの説明が終わりましたが、何か質問等ございませんでしょうか。 

 

（林副会長） 

 設置運営方針の中の地域ケア会議の方に書かれています、自立支援型会議などを適宜行

っていくということで運営方針が定められて、それぞれの計画書の中で、包括的継続的ケ

アマネジメントの中でも自立支援型の会議を行う、あるいは、自立支援型地域ケア会議を

行いますという記載があります。そこで、自立支援型地域ケア会議が３０年度の実績があ

るのかどうかという質問が一点、次に自立支援型地域ケア会議を開催するにあたって、や

はり課題の抽出などが難しいと思うんですけど、これらについての研修等の予定はあるん

でしょうか。ようは自立支援型のケア会議をやりますよといったときに、やはりそれぞれ

のやり方だったりとか、あるいは課題の抽出について等のことが理解されていないと言葉

だけで実際に進まないのかなとも思いますので、現段階で示していただけるものあればお

願いします。 

 

（入江地域包括支援室長） 

 ケア会議につきましては、ちょうど今月になりますが、３月２６日か２７日に会議の方

を開く予定であります。いま林委員からのご質問のありました研修ということにつきまし

ては、正式な自立支援型のケア会議は一般的に専門職の方々は助言者という形で組織する

形となっております。こちらの組織につきましては、３１年度におきまして行う予定では

ありますけれども、助言者に対しての研修が非常に重要になってくるものと思います。そ

の研修もそうですし、また事例を提出していただく形になりますケアマネジャーさんに対

しましても、説明会を開きたいと考えております。 

 

（議長） 

 他にございませんでしょうか。 

 

（津金澤委員） 

 地域包括支援室又はセンターは２４時間、３６５日対応になっていたように記憶してい 

たんですけど、違いましたっけ。 

 

（入江地域包括支援室長） 

 そのとおりです。 

 

（津金澤委員） 

 それが、設置運営方針に書かれていないのは何故なんでしょう。読んだ限りなかったと 
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思いますので、決まっていることは書いた方がいいと思うんですが。それを広く市民に周

知して、虐待等があったら２４時間、３６５日、ここに電話してくれれば助けるよってい

うのがあれば、皆安心して暮らせるのかなと思いますので。それともう一つ、地域包括支

援室と東部地域包括支援センターの事業計画書を比べると、高齢化率でいうと、東部地域

包括支援センターが４３．６５％と非常に高いんですが、実人口で言えば、１，０００人

足らずしか変わらない。つまり東部地域包括支援センターは、非常に過酷な業務をしてい

るのかなと思うんですが、介護予防支援事業収入をみると、実際にプランを作っているの

は１４４件しか作っていない。支援室の方は２，３０４件、これは何でこうなのかなって

思って。東部地域に住んでいる高齢者は要支援者が少なくて、要介護者が多いってことな

んですかね。 

 

（入江地域包括支援室長） 

 東部の収支予算書、１４４件は月件数で、年間ですと１，７２８件という形になります。

記載をまとめてしまっているということですね。 

 

（津金澤委員） 

 １か月分と、１年分の違いということですね。２，３０４件が１年分、東部の方は、１

４４件が１２カ月分で１，７２８件と。それでも少ないですよね、高齢化率４３％と２７％

を比較すると。高齢化率の高い方がプラン数は多いように思うんですけど。 

 

（入江地域包括支援室長） 

 あと考えられる要因としては、包括の方は支援者が対象となりますので、単純に高齢者

数だけではなく、その中でも重度の方が東部の方が多いのかなという所でしょうか。 

 

（津金澤委員） 

 東部の方はエリアも広くて、人口が点在していて、回るのも凄く大変だなと思うんです

よ。そんな中で高い高齢化率で、この予算で大丈夫なのかなっていうのが凄く心配で。人

数に対して予算をつけるか、高齢化率に対して予算をつけるかっていう、予算と実際の業

務との傾斜配分を考えないと、ちゃんとした業務が出来ないんじゃないのかなと思って。

東部さんを応援する意味で、今年は無理だと思うんですけど、来年度以降考えていった方

がいいんじゃないですかね。前の会議で言いましたけど、直営は給料高くて、他の委託は

給料が安くて同じ仕事をしているっていう印象を、私は一時期持ちましたので、実際には

市の直営は色々な業務があって大変なんだよって説明を受けましたけれども、そういう説

明がなければ誤解を受ける市民、事業者がいると思うので。本当に大変だと思うんですよ

ね、遠くに回って行ってというのは。これから高齢化率が下がると思えませんし、どんど

ん亀山も含めてエリアが過酷になっていくので、そこを全部見ていくのはこの会議の責任
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でもあると思いますので、そこはご一考いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（濱松高齢者支援課長） 

 ありがとうございます。 

 

（議長） 

 他にございませんか。 

 

（仲野委員） 

 計画を見せて頂きましたけど、その中で支援室の場合、地域との繋がりが希薄な面があ

ると。それから中部ですと、自治会に未加入者もみられ、個別ニーズや地域課題を掘り起

こす際に難しい面があると。また東部の場合は、家族の介護力が不足していると。それで

こういうものをカバーするのに、例えばシニアクラブの立場でいいますと、いつの間にか

施設に入っているとか、いなくなっているとか、民生委員の方とも連携していますけれど

も、やはり都市部と農村部は相当差があると思うんですけれども、家族だけではケアして

いけない。地域でっていうのがあるんですね。その辺これから支援センターだけじゃなく

て、ケア会議のようなものもありますけど、自治会とかそういうところの横の連絡を取る

ような場所もあると思うんですね。一番いい例が東部さんで地域の文化祭等の集いの場に

参加するとか、中部さんですと高齢者の集う場を訪問するとか、結構、東部さんも職員の

方が自治会単位の集まりの場に出向いてくれて、短い時間ですけど顔合わせが出来るんで

す。そうすると、直ぐあの人に電話すればいいと、高齢者ですとそういうことがよく聞か

れるんですね。先般もひとりの方が直ぐ東部に電話して、そうしたら直ぐに来てくれまし

た。旧小櫃村の単位で会議をやりますけど、他の自治会の方は、そういう事例を発表する

とまだまだ包括を知らないというところがみられるんですね。その辺、市の広報とか、支

援センターの内容というのがあまり見られないし、まだまだ周知してないけれども、それ

は、支援センターだけの力ではなかなか出来ないと思いますので、自治会とかに支援セン

ターがこういうことを出来るという広報をまたお願いしたいと思います。同じ小櫃の中で

も、東部が来ていただいたところと、まだ理解もらえない会長がいるところですと、実態

がわかっていないんですよね。そういう面で、知っていただくというところですね。私も

７０年間、同じところで住んでいますけれども、あそこの高齢者がこの頃いなくなったと

か、家が閉まっちゃっているとか、２、３日前も自治会の総会があった時に、自治会員が

ひとり減っているんですね。すると、その人は高齢者２人だったんですけれども、ひとり

は施設に入ったのは分かっているんですけど、もうひとりの方はいつの間にかいなくなっ

ていて、そうしたら施設に入っていると。隣近所は田舎の方でも、様子がわからないとい

うのが現状なんです。そういう意味でも理解していただいて、協力をお願いしたいと思い

ます。 
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（濱松高齢者支援課長） 

 ありがとうございます。やはり顔を覚えて頂いてですね、地域にこういった方々がおら

れますよというのは、市の方も積極的に広報して、顔の見える関係が気付けるように努力

していきたいと思いますので、ご意見を頂きまして大変ありがとうございます。 

 

（仲野委員） 

東部さんは直ぐ来てくれるんですが、それを知らない市民が多いんですね。私の方も広 

報していきたいと思いますけれどもよろしくお願いします。 

 

（議長） 

他にございませんでしょうか。 

 では、ないようですので質疑を終了いたします。議題５「平成３１年度地域包括支援セ

ンター設置運営方針及び事業計画について」原案のとおり承認される方は挙手をお願いい

たします。 

 

（議長） 

 挙手全員でございますので、議題５は承認されました。 

 説明員の皆様については、本日は大変お忙しいなかありがとうございました。ご退出を

願いたいと思います。 

 

【中部地域包括支援センター 野村センター長、東部地域包括支援センター 藤原 

センター長退室】 

 

（議長） 

では、伊賀委員と水野谷委員は入室をお願いいたします。 

 

【伊賀委員、水野谷委員入室】 

 

（議長） 

以上で、本日の議事は、全て終了いたしました。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

４ その他 

（濱松高齢者支援課長） 

 小榑会長、大変ありがとうございました。 
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 次に、その他でございますが、委員の皆様方から何かございますでしょうか。 

 

（林副会長） 

 １点だけ、今日の議題の中で指定更新のご報告を頂いたんですけれども、サービ

ス事業者としまして、更新申請の書類関係についてなんですけども、地域密着型が

近隣の市町村に届け出ることによって、承認を受ければ、他の市町村でも営業出来

るんですけれども、この際他市町村に届け出る書類と、君津市に届け出る書類、そ

れぞれ用紙が違うケースが多いんですね。こういったものを４市の中で、取りまと

めることは出来ないか。今日の回答はいらないんですけれども、ご検討いただけれ

ばと思いまして。よろしくお願いします。 

 

（濱松高齢者支援課長） 

 ありがとうございます。４市で検討したいと思います。 

 その他ございますでしょうか。 

 

（水野谷委員） 

 前回も発言させていただきましたけれども、生活支援コーディネーターの件でご

ざいます。そもそも介護保険が施行されたのが平成１２年の４月でございますけれ

ども、その２年前国会を通過したときに衆参両議院がわざわざ付帯決議事項を出し

てます。それは、各市町村が保険者となって介護保険を運営推進するうえでは、行

政だけではなくて、住民の意見を反映したものにすべきという付帯決議を出してお

ります。実際的にはこの介護保険事業計画の策定等においては、運営協議会を開催

するということで、そこで今日皆様方が集まっていただいて、介護保険の制度に関

係する諸々のことをご審議をいただいて今日に至っていると思うところですけれど

も、そうした中で、介護保険事業計画の中を見ても君津市の課題というところを捉

えると、生活支援サービスの充実だとか、介護予防の充実だとかいうようなところ

が記載されておりますけれども、とりわけ私は君津市の場合は、１層の生活支援コ

ーディネーターは社会福祉協議会に委託をされておりますが、２層の生活支援コー

ディネーターと協議体の設置運営というのがとても大事なところであり、そこが

中々立ち遅れているところなのかなという風にも思うところなんです。市の担当者

の中では、いろいろ考えておられて計画されているところかと推察するところです

けれども、それをこの運営協議会の議題の中に設けて、今市の方で考えている、予

定しているのはこうようなことで、計画、考えでいるんだというところを、この会

議のなかで明らかにしていただいて、そして委員の皆さんからそれに対しての意見

というものを是非募って、お聞かせいただくという形でお願いできればなと。市と

生活支援コーディネーターを予定されている当事者だけで、議論するのではなくて、
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折角この介護保険の諸々課題があって、生活支援サービスがあって、ボランティア

を育成して、介護予防をどうやって、買い物の付き添いだとか、介護保険の訪問介

護では出来ないようなサービスを住民の皆様、ボランティアに担い手と受け手をマ

ッチングするというのが生活支援コーディネーターであり、大変大事なものだと思

いますので、これからこの会議で議題としてあげて、そこで事業の推進をお願いで

きればなと考えるところです。以上、お願いしたいと思います。 

 

（濱松高齢者支援課長） 

 ありがとうございます。事業計画の中の課題につきましては、こういうような形

で取り組んでいるという進捗をまず詳らかにして、ご意見いただきながらどのよう

に進めていくのかというのをご報告なり、進捗をご報告させていただくということ

で、次回の会議で反映させていきたいという風に思っております。今、生活支援コ

ーディネーターの２層のお話を頂きました。第１層の社会福祉協議会様にも全面的

なご支援を頂いて、８地区を市内に作りたいという所です。実際の設置については、

来年度になりますけれども設置をさせていただいて、第１層とともに地域課題を把

握しながら、実務については始めたばかりですので、わからない面等もありますけ

れども、それぞれ協力しながら進めてまいりたいと思っておりますので、先ほど申

し上げましたとおり、事業計画のなかの課題について実際の進捗状況なりをお話さ

せていただきながらご意見を頂いて進めていきたいと考えております。大変ありが

とうございます。 

 

（水野谷委員） 

 特に上総地区、清和地区は高齢化率も高いですし、独居高齢者、ひとり暮らしの

方も多いというようなところで、デマンドバスなどもありますけれども、病院とか、

木更津、鴨川などはエリア外で対応できないとかいろいろな課題があって、それを

どうやって運転手や車両を用意するかというようなところも関わってきますし、介

護予防を充実させることは結果的には市の介護負担、保険料、１号、２号から頂い

ているものの軽減に繋がるようなところでもありますし、通所Ｂ、訪問Ｂといった

ところが各地域に出来てくるとなお良いのかなというように思いますので、そうい

うところを是非またいろいろ諮っていただいて、皆さんにまたその意見を頂けると

いいのかなと思います。よろしくお願いします。 

 

４ 閉会 

（濱松高齢者支援課長） 

それでは、以上をもちまして、平成３０年度第３回君津市介護保険運営協議会を閉

会とさせていただきます、本日はご多用のところ誠にありがとうございました。  


